
 
 
 
 

北海道文教大学附属高等学校との包括連携協定の締結について 

 

１．本協定の目的 

  恵庭市と北海道文教大学附属高等学校は、包括的な連携のもと相互に協力し、地域社会

の発展並びに人材育成及び学術の振興に寄与することを目的とする。 

 

２．協定締結の相手方 

  北海道文教大学附属高等学校 校長 宮路 真人 

  （恵庭市黄金中央５丁目 207 番 11） 

 

３．連携・協力事項 

  この協定に基づき、次に掲げる事項について連携及び協力するものとする。 

  （１）教育の推進に関すること 

  （２）読書活動の推進に関すること 

  （３）青少年の育成に関すること 

 

４．協定締結日 

  令和７年 11 月 13 日（木） 

 

資料№14 総務文教常任委員会所管事務報告資料 
令和７年 12 月８日【教育部社会教育課】 


